
幅員4.6ｍの市道に接面する

近隣地域の標準的画地と同じである

は不明である

近隣地域の標準的画地と同じである

間口約2ｍ、奥行約33ｍの旗竿状画地で、前面道路から最も高い

所まで約6ｍ高くなっている傾斜地である

明石市教育委員会に聴取したところ、対象不動産は周知の埋蔵文化財

包蔵地ではないとのことであった

関係官公署での調査によると、過去に有害物質使用特定施設の届出は

なされておらず、また登記簿、以前の住宅地図によっても山林であった

ことから、土壌汚染の可能性は小さいものと思われる
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　　物件の引渡しについては、買受人の責任において行うこと。

２　瑕疵担保責任

　　明石市及び所有者は公売物件に関して、いかなる瑕疵担保責任を負わない。

3　権利移転に伴う費用の負担

　　権利移転に伴う費用（移転登記の登録免許税等）は買受人が負担する（評価額の20/1000）。

埋蔵文化財の有

無及びその状態

環 境 条 件

画 地 条 件

土壌汚染の有無

見 積 価 額 760,000円 公 売 保 証 金 80,000円

　　所　　　在　　　明石市朝霧東町３丁目
　　地　　　番　　　３７８１番１４３
　　地　　　目　　　山林
　　地　　　積　　　２５０㎡

公　売　財　産　の　概　要　そ　の　他

【対象不動産の状況】

財　産　の　表　示

【留意事項】

１　公売財産の引渡しについて

街 路 条 件

交通接近条件

前面道路に本管は通っているが、実際に引込可能であるか否か

行 政 的 条 件



公図
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対象物件



地積測量図
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地 図
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対象物件



物　件　写　真
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物　件　写　真
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